
 

 

 

 

 

 令和６年 

 

 

 

 第１回中央広域環境施設組合議会 

 定例会会議録 

 

 

 

     令和６年３月２７日 開会 

     令和６年３月２７日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央広域環境施設組合 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 - 

 

令和６年第１回中央広域環境施設組合議会定例会会議録 

 

招集年月日 令和６年３月２７日（水曜日） 

 

招集場所 中央広域環境センター管理棟２階大会議室 

 

出席議員 １７名 

１番  細 井 英 輔      ２番  桒 原 五 男 

３番  原 田 由 一      ４番  岡 田 光 男 

５番 山 添 純 二      ６番 北 川   麦 

８番  笠 井 安 之      ９番  三 浦 三 一 

１０番  木 村 松 雄     １１番  松 村 幸 治   

１２番  藤 本 功 男     １３番  後 藤   修   

１４番  北 上 政 弘     １５番  水 口 昭 彦   

１６番 奥 尾 周 二      １７番 坂 東 泰 幸 

１８番 鈴 木 幸 三 

 

欠席議員  ７番 菊 川 充 憲       

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

管 理 者    町 田 寿 人    副 管 理 者  原 井   敬  
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議事日程 

 

 

日程第１ 議席の指定について 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

日程第３ 会期の決定について 

 

日程第４ 副議長選挙について 

 

日程第５ 報第１号 専決処分の承認を求めることについて     

（中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例） 

 

日程第６ 報第２号 専決処分の承認を求めることについて     

（中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例） 

 

日程第７ 議第１号 中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

 

日程第８ 議第２号 中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

日程第９ 議第３号 中央広域環境施設組合職員の育児休業に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

 

日程第１０ 議第４号 令和５年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算

（第２号）について 

 

日程第１１ 議第５号 令和６年度中央広域環境施設組合一般会計予算につい

て 

 

日程第１２ 議第６号 監査委員の選任について 
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午前１０時００分 開会 

 

○議長（細井英輔君） 

おはようございます。 

本日は、令和６年第１回中央広域環境施設組合議会定例会にご参集いただき誠

にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は、１７名で、定足数に達しております。 

したがって、令和６年第１回中央広域環境施設組合議会定例会は成立いたしま

したので、開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。初めに報告事項を申し上げます。 

本日の定例会に、菊川充憲議員から欠席する旨届け出がありましたのでご報告

いたします。ご了承ください。 

これより、本日の日程に入ります。 

本日の日程は、お手元に配布いたしましたとおりでございます。 ご了承を願い

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

 日程第１、議席の指定を行います。議席は、ただいまご着席の議席といたし

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において

２番桒原五男君、１０番木村松雄君を指名いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（細井英輔君） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして、日程第４、副議長選挙についてを議題といたします。 

このたび、阿波市議会議長が新たに選任されたことによりまして、当組合議会副

議長が欠けておりますので、中央広域環境施設組合規約により新たに選任する

ものであります。 

 中央広域環境施設組合規約第７条第２項の規定により副議長は、関係市町の

議会の議長の中から互選することになっています。 

  ただいまより休憩をいたしますので、休憩中に互選をお願いします。 

暫時、休憩いたします。 

午前１０時２分 休憩 

午前１０時３分 再開 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま、休憩中にご協議いただきました

結果を私の方から報告します。 

 中央広域環境施設組合議会の副議長に、阿波市議会議長の笠井安之君が互選

されました。お諮りいたします。 

 ただいま互選されました笠井安之君を副議長の当選者と定めることにご異議

ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご異議なしと認めます。よって、中央広域環境施設組合議会副議長に笠井安之

君が当選されました。ただいま副議長に当選されました笠井安之君が議場にお

られますので、会議規則第３２条第２項の規定により告知いたします。笠井安之

君ごあいさつをお願いいたします。 

 

○副議長（笠井安之君） 

 おはようございます。ただいま副議長に選任いただきました、阿波市議会議長

の笠井安之でございます。この度の副議長互選につきましては議員各位のご理

解賜りまして厚く御礼申し上げます。これよりは議長を補佐し組合議会が円滑



 

- 5 - 

 

に進みますよう全力で取り組んで参ります。議員の皆様方及び管理者を初め地

域の皆様方のご指導ご鞭撻よろしくお願いします。これで副議長の就任挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ありがとうございました。 

これより審議にはいります。管理者より、あいさつ並びに提案理由の説明を求

めます。 

 

○管理者（町田寿人君） 

 議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 町田管理者。 

 

○管理者（町田寿人君） 

皆様、おはようございます。開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 着座にて失礼します。本日は、令和６年第１回中央広域環境施設組合議会定例

会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましては公私ともに

大変お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 本日の定例会においては、吉野川市から１名、板野町から２名の方が組合議員

として選出されており、阿波市では新たに議長の選出、並びに組合議員が選出さ

れましたことによりまして４名の方が引き継ぎ、３名の方が新しく組合議員と

して選出をされております。また、日頃は組合運営等々におきまして格別のご理

解とご協力を賜っておりますことに重ねてお礼を申し上げます。 

 はじめに中央広域環境センターにおける昨年の運営状況について、報告をさ

せていただきます。昨年１年間のごみ搬入量は２万８,０３５トンで、前年度に

比べ５０２トンの減少となりました。これは構成市町における人口の減少や、ご

み減量化の取組等がごみ搬入量の減少の主な要因だと考えております。 

構成市町におかれましては、引き続きごみ減量化の取り組みや啓発活動を推進

していただけるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

組合といたしましても、今後も周辺環境に十分配慮し、安全安心な施設運営に努

めて参りますとともにできる限り計画的、効率的な施設の稼働を心掛け、ごみ処

理に必要なエネルギーを節約して経費の削減に努めて参ります。 

 次に、新ごみ処理施設についてでございます。市民の日常生活に密接な、なく

てはならない重要な施設であり、一日も早く建設に着手し稼働できるよう全力
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で取り組んでいるところであります。しかしながら、現状においては現在の中央

広域環境センターの稼働に際して、周辺住民の皆様とお約束した期限までに新

たな施設の稼働開始が見込めない状況であります。 

このことから、現在稼働中の施設の周辺住民の皆様に対しまして、今月の２日、

３日に副管理者でございます板野町長、上板町長も同席の上、説明会を開催した

ところ約８０名の方に御出席いただきました。現施設の焼却設備は停止するも

のの、令和７年８月以降も使用せざるを得ないことにつきまして、お詫びを申し

上げるとともに、今後の運営方針などについて説明をさせていただきました。説

明後の質疑応答では、稼働期間は令和７年７月までと決まっていたのに、なぜ延

長となるのか。また、延長受入期間の具体的な期間、処理方法や悪臭対策などの

ご質問をいただき、現時点でお答えできる範囲でお答えさせていただきました。

今後も引き続き、周辺住民の皆様とお話をさせていただく機会をいただき誠意

を持って丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。第２回目の説明会は

４月中を計画しております。加えて、新ごみ処理施設の建設予定地周辺住民の皆

様に対しましては、本日までに４自治会に説明会を実施し、月末までに全ての自

治会に説明会を開催する予定でございます。引き続きご理解を求めてまいりま

す。今後におきましても、組合議員各位におかれましては、改めて格別のご支

援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは提案理由について、ご説明を申し上げます。 

今定例会に提出しております案件は、専決処分の承認を求める報告案件が２件、 

条例の一部改正等が３件、令和５年度一般会計補正予算第２号と令和６年度一

般会計予算案件が２件、それから監査委員の選任の計８件でございます。 

 まず、報第１号、専決処分の承認を求めることについては、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例を専決処分したので、これを報告し承認をお願いするもので

ございます。 

 次に、報第２号の専決処分の承認を求めることについては、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、これを報告

し承認をお願いするものでございます。 

 次に、議第１号中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定につきましては、国において一般職の職員の給与に関する法律の

一部が改正されたことに伴い所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議第２号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、国において一般職の

職員の給与に関する法律及び地方自治法の一部が改正されたこと等に伴い、所

要の改正を行うものでございます。 
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 次に、議第３号中央広域環境施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例制定につきましては、地方自治法の一部が改正されたことに伴

い、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議第４号令和５年度中央広域環境施組合一般会計補正予算第２号につ

いては地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費、繰越明許費を定めるものでございます。 

次に、議第５号令和６年度中央広域環境施設組合一般会計予算については、歳入

歳出の総額をそれぞれ、１９億５，４３０万円とするものでございます。 

 歳入の主なものとしましては、負担金が１８億９，２７６万円、前年度当初予

算と比べ、７，４４１万４，０００円の減額でございます。 

 歳出の主なものといたしましては、総務費で９，３６３万１，０００円、人件

費などの増額によりまして、前年度当初予算より５０８万８，０００円の増額で

ございます。衛生費が１８億４，６２７万７，０００円、前年度当初予算より７，

９７２万２，０００円の減額でございます。 

予算の執行にあたりましては、各事業ごとに十分精査を行い予算執行して参り

ますのでご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

最後に議第６号につきましては阿波市議会において、組合選出議会議員の改

選が行われたことに伴い、監査委員の選任をお願いするものでございます。 

以上、概略をご説明申し上げましたが個々の詳細につきましては、議事の進行

に伴い逐次説明を申し上げて参りたいと思います。今回、提案をさせていただき

ました議案につきましては、当組合を運営するにあたり重要な案件でございま

すので十分ご審議の上、すべて原案どおりご承認くださいますようお願い申し

上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

それでは、日程第５、報第１号専決処分の承認を求めることについて中央広域

環境施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 
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○議長（細井英輔君） 

角野総務課長 

 

○総務課長（角野芳正君） 

報第１号専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。着座にて

ご説明申し上げます。議案書の報第１号をお願いいたします。地方自治法第１７

９条第１項の規定により中央広域環境施設組合職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について別紙のとおり専決処分とさせていただきましたので同

条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。次のペー

ジをご覧ください。専決処分書でございます。令和５年８月の人事院勧告を踏ま

え令和５年１１月２４日に行われました一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律が施行されたことに伴い当組合におきましても国に準じた

改正を行ったものでございます。なお改正にあたりましては必要最小限の範囲

で専決処分をさせていただいております。専決処分日は令和５年１２月２５日

でございます。 

次のページをご覧ください。主な改正の内容につきましては１２月において

支給する期末手当の支給割合を１００分の１２０から１００分の１２５に勤勉

手当の支給割合を１００分の１００から１００分の１０５にそれぞれ０．０５

月分引き上げるものでございます。また別表第 1 の行政職給料表について初任

給及び若年層に重点をおいて給与月額を引き上げるものでございます。以上簡

単ではございますが報第１号専決処分の承認を求めることについての説明とさ

せていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。報第１号専決処分の承認を求めることについて中央広域

環境施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を承認すること

に、ご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認めます。よって、報第１号は原案のとおり承認されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第６、報第２号専決処分の承認を求めることについて中

央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を議題といたします。事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

着座にて失礼します。報第２号専決処分の承認を求めることについてご説明

いたします。議案書の報第２号をお願いいたします。地方自治法第１７９条第１

項の規定により中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について別紙のとおり専決処分とさせて

いただきましたので同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるもので

ございます。次のページをご覧ください。専決処分書でございます。昨年の人事

院勧告を踏まえた法律改正等に伴い中央広域環境施設組合職員の給与に関する

条例の一部改正と同様に所要の改正を行ったものでございます。専決処分日は

令和５年１２月２５日でございます。次のページをご覧ください。主な改正の内

容につきましては職員の給与に関する条例の改正と同様に行政職給料表も引き

上げるものであります。以上報第２号専決処分の承認を求めることについて

説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。報第２号専決処分の承認を求めることについて中央広域

環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を承認することに、ご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認めます。よって、報第２号は原案のとおり承認されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第７、議第１号中央広域環境施設組合職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局の補足説明

を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

 着座にて失礼します。議第１号中央広域環境施設組合職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。議案書の議第１号

をお願いいたします。これは昨年度の人事院勧告を踏まえた法律改正に伴い法

律改正を行うものでございます。次のページをご覧ください。主な改正の内容と

いたしましては令和６年６月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数を６月

期と１２月期で同数に、またテレワーク中心の働き方をする職員について光熱

水道費等の負担軽減のため住宅勤務手当を新設するものでございます。施行日

は令和６年４月１日でございます。以上議第１号中央広域環境施設組合職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただき

ます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 
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○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

                     ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第８、議第２号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。事務局の補足説明を求めます。 

  

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

 着座にて失礼します。議第２号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明

申し上げます。議案書の議第２号をお願いいたします。これは昨年の人事院勧告

を踏まえた法律改正及び地方自治法の一部が改正されたこと等に伴い同様の改

正を行うものでございます。次のページをご覧ください。主な改正の内容といた

しましては在宅勤務手当を新設し職員の給与に関する条例の規定をフルタイム

会計年度任用職員について充用するものでございます。また会計年度任用職員

に対して勤勉手当を支給することが可能となったためフルタイム会計年度任用



 

- 12 - 

 

職員及びパートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について必要

な事項を定めるものでございます。施行日は令和６年４月１日でございます。 

以上議第２号中央広域環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例制定についてのご説明とさせていただ

きます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第９、議第３号中央広域環境施設組合職員の育児休業に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。事務局の補足

説明を求めます 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

 着座にて失礼します。議第３号中央広域環境施設組合職員の育児休業に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。議案書の議第
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３号をお願いいたします。これは地方自治法の一部が改正されたことに伴い所

要の改正を行うものでございます。次のページをご覧ください。主な内容といた

しましては育児休業をしている職員の勤勉手当の支給について会計年度任用職

員を除外する規定を削除するものでございます。施行日は令和６年４月１日で

ございます。以上議第３号中央広域環境施設組合職員の育児休業に関する条例

の一部を改正する条例制定についてのご説明とさせていただきます。ご審議の

程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第１０、議第４号令和５年度中央広域環境施設組合一般会計

補正予算第２号についてを議題といたします。事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

 着座にて失礼します。議第４号令和５年度中央広域環境施設組合一般会計補
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正予算第２号についてご説明申し上げます。令和５年度中央広域環境施設組合

一般会計補正予算書第２号の１ページをご覧ください。令和５年度中央広域環

境施設組合の一般会計補正予算第２号は次に定めるところによるものでござい

ます。第１条地方自治法第２１３行第１項の規定により翌年度に繰越しして使

用することが出来る経費は第１表繰越明許費によるものでございます。２ペー

ジをご覧ください。第１表繰越明許費でございますが、３款衛生費１項清掃費、

事業名新ごみ処理施設整備事業５，５４２万円を翌年度へ繰越して使用するこ

とが出来る経費の上限として設定するものでございます。 

内訳につきましては、新ごみ処理施設用地確保に係る書類作成他業務委託１５

６６万９，０００円、新ごみ処理施設整備に伴う負担金３，９７５万１，０００

円、合計５，５４２万円でございます。以上で議第４号令和５年度中央広域環境

施設組合一般会計補正予算第２号についてのご説明とさせていただきます。ご

審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

○議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

○議員（藤本功男君） 

  先ほど内訳のご説明いただきましたが、新ごみ処理施設用地確保に関わる金

額について詳細な説明を求めます。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

議長、伊坂施設整備局長。 

 

○議長（細井英輔君） 

伊坂施設整備局長。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

繰越明許費につきましては、昨年の１０月定例会で補正予算をお願いした、新
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ごみ処理施設用地確保に係る書類作成他業務委託料１，５６６万９，０００円で

ございます。これは新ごみ処理施設用地確保に必要な許認可関係の申請書類作

成及び施設整備業者に引き渡す測量データと借地時に必要な土地の面積計算や

用地実測図原図を作成する業務となっております。 

もうひとつは、新ごみ処理施設整備に伴う負担金３，９７５万１，０００円

で、これは建設予定地と地権者事業用地との共用部分となる調整池整備に必要

な負担金となります。以上でございます。 

 

○議員（藤本功男君） 

ありがとうございました。 

 

○議長（細井英輔君） 

その他にご質疑はございませんか。                             

 

            ［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして日程第１１、議第５号令和６年度中央広域環境施設組合一般会計

予算についてを議題といたします。事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（細井英輔君） 

角野総務課長。 
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○総務課長（角野芳正君） 

 着座にて失礼します。議第５号令和６年度中央広域環境施設組合一般会計予

算についてご説明申し上げます。令和６年度中央広域環境施設組合一般会計予

算書の１ページをお願いいたします。令和６年度中央広域環境施設組合一般会

計の予算は次に定めるところによるものでございます。第１条歳入歳出予算の

総額は歳入歳出それぞれ１９億５，４３０万円と定める。第２項歳入歳出の予算

の款項目及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算による。第２条地方自

治法第２３５条の３第２項による一時借入金の借入の最高額は１億円と定め

る。 

  続きまして２ページ、３ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算の歳

入でございます。１款分担金及び負担金１項分担金及び負担金、１８億９，２７

６万円。２款使用料及び手数料１項手数料、５，６６８万３，０００円。３款財

産収入１項財産運用収入、７１万６，０００円。４款繰入金１項基金繰入金、２

０８万９，０００円。５款繰越金１項繰越金、１００万円。６款諸収入１項預金

利子、１万円。同款２項雑入、１０４万２，０００円。歳入合計１９億５，４３

０万円でございます。 

   続きまして歳出でございます。１款議会費１項議会費、４２万円。２款総務

費１項総務管理費、９，３２２万８，０００円。同款２項監査委員費、４０万３，

０００円。３款衛生費１項清掃費、１８億４，６２７万７，０００円。４款公債

費１項公債費、２２５万６，０００円。５款諸出金１項基金費、７１万６，００

０円。６款予備費１項予備費、１，１００万円。歳出合計１９億５，４３０万円

でございます。 

  続きまして予算の内訳をご説明いたします。１０ページ、１１ページをお願

いいたします。まず歳入でございます。１款１項１目負担金、今年度予算額１

８億９，２７６万円。前年度予算額１９億６，７１７万４，０００円で７，４

４１万４，０００円の減額でございます。当組合を運営するにあたりまして構

成２市２町にご負担をお願いしております市町負担金でございます。構成市町

ごとの負担額は１１ページの説明欄にございますとおり、吉野川市７億５，５

１４万２，０００円、阿波市６億７，９７９万５，０００円、板野町２億５，

０６６万８，０００円、上板町２億７１５万５，０００円でございます。          

２款１項１目衛生手数料、今年度予算額５，６６８万３，０００円、前年度予

算額５，６８６万５，０００円、１８万２，０００円の減額でございます。こ

れは許可業者から納入いただいておりますごみ処理手数料で搬入量１トンあた

りの単価は６，６００円でございます。                     

３款１項１目利子及び配当金。今年度予算額７１万６，０００円、前年度予算

額７８万８，０００円、７万２，０００円の減額でございます。基金の利子で

ございます。                                
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４款１項１目財政調整基金繰入金。今年度予算額２０８万９，０００円、前年

度の予算額と同額でございます。災害復旧事業債を償還財源とするため財政調

整基金から繰り入れるものでございます。                 

５款１項１目繰越金。今年度、前年度予算額ともに１００万円でございます。 

  １２ページ、１３ページをお願いいたします。６款１項１目預金利子。今年度

予算額１万円。前年度予算額と同額でございます。同款２項１目雑入。今年度予

算額１０４万２，０００円。前年度予算額１０８万円。３万８，０００円の減額

でございます。主なものは説明欄にございますようにごみ処理をしましたとき

に発生するスラグなどの副産物売り払い収入６５万円などでございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。続きまして歳出でございます。 

１款１項１目議会費、今年度予算額４２万円、前年度予算額と同額でございま

す。内容につきましては組合議員皆様方の報酬などでございます。      

続きまして総務費でございます。２款１項１目一般会議費、今年度予算額９，

３２２万８，０００円、前年度予算額８，８１４万円。５０８万８，０００円

の増額でございます。１節報酬、５０４万７，０００円。管理者、副管理者、

公害防止審査委員会特別職などの報酬に加えパートタイム会計年度任用職員で

ある事務補助員と電気主任技術者２名分の報酬を計上しております。         

２節給料、１，８３２万１，０００円。組合職員４名の給料でございます。 

３節職員手当等、１，４０８万８，０００円。組合職員の各種手当てでございま

す。 

４節共済費、７１５万５，０００円。職員共済組合負担金、会計年度任用職員の

社会保険料などでございます。 

７節報償金、６万円。小学生を対象とした環境美化啓発の標語候補者への記念品

代でございます。前年度予算額と同額を予算計上しております。 

８節旅費、２７万２，０００円。職員研修などに参加するための普通旅費と監査

事務研修に職員１名が随行するための特別旅費でございます。 

  １６ページ、１７ページをお願いいたします。パートタイム会計年度任用職員

の通勤手当について費用弁償で２名分１７万１，０００円を計上しております。 

９節交際費、３万円。管理者交際費でございます。 

１０節需用費、２１１万８，０００円。前年度当初予算と比較しまして１６万３，

０００円の減額でございます。事務用品などの消耗品費、エレベーター修繕のた

めの施設整備修繕料などでございます。 

１１節役務費、２９２万２，０００円。建物災害保険料などでございます。 

１２節委託料、７０８万円。前年度より２７万１，０００円の増額でございます。

主なものといたしましては２項目の弁護士委託料６６万円、樹木等管理清掃業

務委託料４６６万円、合併浄化槽維持管理業務委託料４７万６，０００円 

などでございます。この合併浄化槽維持管理業務の保守点検回数の増加が委託
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料の増額要因となっております。 

１３節使用料及び賃借料、１２９万６，０００円。前年度より２１万１，０００

円の増額となっております。増額分は財務会計システムの保守業務委託から財

務会計システム使用料に振り替えたことによるものでございます。 

１７節備品購入費、５０万円。平成３０年度購入のパソコン２台を買い換えるも

のでございます。 

１８節負担金補助及び交付金、３，４３０万５，０００円。前年度より３５２万

３，０００円の増額でございます。構成市町から派遣いただいております職員の

人件費負担金が３,２１８万６，０００円のほか、周辺地域活性化交付金２００

万円などでございます。周辺地域活性化交付金につきましては、１自治会当たり

４万円の均等割と１世帯に付き５００円の世帯割で交付する予定としておりま

す。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。２６節公課費、３万５，０００

円環境再生保全機構に納める汚染負荷量賦課金などでございます。 

 続きまして、２款２項１目監査委員費、本年度予算額４０万３，０００円。前

年度予算と同額を計上しております。内容につきましては、有識見者及び議会選

出の監査委員２名の報酬などを計上させていただいております。 

３款１項１目塵芥処理費、本年度予算額１８億５４３万２，０００円。前年度予

算額１８億８,６０２万２，０００円、８,０５９万円の減額でございます。 

８節旅費、５万円。金属水酸化物など各種副産物の処理状況を調査確認するため

の旅費でございます。 

１０節需用費、９億２,４０５万２，０００円。前年度比で３,７３８万８，００

０円の減額でございます。主なものとしましては、まず、ごみ処理に必要な薬品

や付属消耗機材の消耗品費が２億４,８２９万７，０００円で１,０３５万３，０

００円の減額としております。これは付属消耗機材の購入品目が減となったこ

とにより減額となっております。また、燃料費は２億５,６３５万５，０００円

で前年度より１,８９３万５，０００円減額しております。これは令和３年から

ＬＮＧ単価が上昇しておりましたが、最近は減少傾向であり直近単価を用いて

積算し減額となっております。光熱水費は４億１,７７０万円で前年度より８１

０万円の減額としております。これは電気料金の燃料調整額を考慮したことに

より減額となっております。 

１１節役務費、３１万９，０００円。前年度比で５，０００円の減額でございま

す。主なものとしましては場内排水施設管理手数料でございます。 

１２節委託料、８億８,００８万９，０００円で、前年度から４,２９０万５，０

００円の減額でございます。内訳といたしまして、まず、一番上の項目、中央広

域環境センター運転委託料が前年度当初予算と同額の２億５,３９３万５，００

０円でございます。次に２項目目の中央広域環境センター整備委託料が５億３



 

- 19 - 

 

８０万円で前年度比４,１００万円の減額でございます。これは環境センタープ

ラント整備計画を見直ししまして、令和６年度に予定しております各種整備を

委託するものでございます。次に電気保安管理業務委託料が前年度と同額の２

４３万１，０００円、消防設備点検業務委託料も前年度と同額の７６万５，００

０円。省エネ法による主要電気機器計測業務委託料も前年度と同額の３０万６，

０００円でございます。次に環境調査業務委託料でございますが３,７９９万

４，０００円で前年度比１２５万４，０００円の増額でございます。これは人件

費等の増によるものでございます。続きまして副産物運搬業務委託料でござい

ますが３,５６１万８，０００円で９万９，０００円の減額でございます。これ

は、ごみの処理後に発生する溶融スラグ、金属水酸化物、工業塩、硫黄の各種副

産物の運搬を委託するものでございます。それぞれ過去の運搬実績量を見直し

積算し、減額となっております。続きまして、副産物リサイクル処理業務委託料

が４,５２４万円で１０１万円の増額でございます。これは実績を基に生成量を

見直ししたことにより増額となっております。 

１３節使用料及び賃借料、８２万７，０００円。利用できないスラグを東部臨海

処分場で処理する為の使用料と機械借上料でございます。前年度比２４万５，０

００円の減額としております。 

１５節原材料費、５万円。工作資材の購入費で、前年度比５万円の減額としてお

ります。 

２６節公課費、４万５，０００円。簡易無線電波利用料と２トンダンプの重量税

で、前年度比３，０００円の増額でございます。 

 続きまして、３款１項２目ごみ処理施設建設費本年度予算額、今年度予算額

４,０８４万５，０００円、前年度予算額、３,９９７万７，０００円。比較とい

たしまして８６万８，０００円の増額でございます。これは阿波市、板野町、上

板町の１市２町で行う新ごみ処理施設の整備に係る費用でございます。 

８節旅費、８万５，０００円。前年度比５，０００円の増額でございます。 

１０節需用費、４７万８，０００円。前年度比９万円の増額でございます。 

１１節役務費、３７万９，０００円。電話料金、切手代等で前年度比７万１，０

００円の減額でございます。 

１２節委託料、１６万５，０００円。これは、貸借対照表に建設仮勘定を記載す

る上で会計士に依頼する費用でございます。 

１３節使用料及び賃借料、４２万１，０００円。自動車借上料を減額し、前年度

比９，０００円の減額でございます。 

１８節負担金補助及び交付金、３,９２４万２，０００円。前年度比６９万３，

０００円の増額でございます。構成１市２町、施設整備局職員５人分の派遣職員

人件費負担金でございます。 

 続きまして、公債費でございます。２２ページ、２３ページをお願いいたしま
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す。 

４款１項１目元金、本年度予算額２０８万８，０００円。長期債の償還元金、前

年度と同額でございます。 

同項２目利子、本年度予算額１６万８，０００円。長期債の償還利子１，０００

円と、一時借入金利子１６万７，０００円を計上しております。 

続きまして、諸支出金でございます。５款１項１目基金費、本年度予算額、７１

万６，０００円。前年度予算額、７８万８，０００円、７万２，０００円の減額

でございます。財政調整基金と一般廃棄物処理施設整備基金の利子を積み立て

るものでございます。 

続きまして、予備費でございます。６款１項１目予備費、本年度予算額１,１

００万円、前年度と同額でございます。 

なお１００万円は２市２町分、１,０００万円は吉野川市を除く１市２町分でご

ざいます。 

 最後になりますが、２４ページから２９ページは、当組合の特別職一般職の給

与費明細書３０ページは地方債の現在高の見込に関する調書でございます。 

 また予算書の次には、構成市町の負担金算出資料並びに、令和６年度のプラン

ト整備計画（案）を添付させていただいておりますのでご高覧ください。 

 以上、議第５号令和６年度中央広域環境施設組合一般会計予算についての説

明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（細井英輔君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

○議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

○議員（藤本功男君） 

  新ごみ処理施設に関していくつか質問させていただきます。 

まず、１点目に新ごみ処理施設についてですが昨年の１０月に入札を行い不成

立となったわけですが、その後東和テクノロジーのコンサルタントを雇い検証

業務を行いました。以前の公設民営から公設公営へと方向性を切り替え、次の入

札へ向けて検証業務がコンサルタント業者によって行われたわけでありますが

これの結果についてどのように一般市民に対して公開していくのかご質問いた
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します。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

議長、伊坂施設整備局長。 

 

○議長（細井英輔君） 

伊坂施設整備局長。 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務につきましては、今後の事業

計画を決定する資料とするため実施したものであり、今後の率直な意見交換や

適切な意思決定に影響を及ぼす可能性があるためと判断し、報告書の一部を非

公開とさせていただいております。 

 一方、検証業務に基づいた協議により、処理方式は燃料化方式、事業方式は公

設公営に進めることになりました。そうした経緯につきましては、今後公表して

いきたいと考えております。以上でございます。 

○議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

○議員（藤本功男君） 

 入札不成立というのは大きな出来事であり、それの検証なくして次の入札は

ありえないと思われます。これについて地元住民はもちろん一般市民からも

様々な疑義が上がっております。当然のことながら公開の内容については真摯

に説明責任を果たして欲しいと思います。 

２点目ですが、現在新ごみ処理施設の候補地については地権者との賃貸借契

約の成立に向けて動いていると承知しております。しかし経過についての十分

な説明がされていないように思われます。本来であれば吉野川市のように、地権

者が吉野川市であれば吉野川市が造成工事を発注し建設から委託業務へと移っ

ていくわけでありますが、今回の場合は賃貸借契約でありますので地権者が造

成工事をした上で新たな賃貸借契約を結ぶものと承知しております。それにつ

いての経緯とスケジュールをご説明願います。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

議長、伊坂施設整備局長。 
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○議長（細井英輔君） 

伊坂施設整備局長。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭） 

現在は、防災調整池の整備を進めております。今後は建設予定地の造成工事完

了後、賃貸借契約を締結したいと考えております。また施設建設には、契約締結

後、２年数か月程度を予定しております。以上でございます。 

 

○議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

○議員（藤本功男君） 

 このスケジュールについてもきめ細かな情報開示を言われておりますので今

後とも議会はもちろんのこと、一般市民に対しても正確な情報公開をお願いし

ます。 

 ３点目ですが冒頭、町田管理者から新ごみ処理施設について土成、吉野の住民

説明会さらには東長峰周辺の自治会への説明会について触れられておりまし

た。私も地元住民として関心のある出来事でありますし責任をもっております。 

管理者の方から概要の総括的な話がありましたが、もうすこし今回の住民説明

会の経緯の総括と今後に向けての詳しい説明を求めます。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

議長、伊坂施設整備局長。 

 

○議長（細井英輔君） 

伊坂施設整備局長。 

 

○施設整備局長（伊坂典恭君） 

現施設である中央広域環境センターではごみ処理を伴う説明会については、

今月２日に土成町３日に吉野町で開催し、約８０名の方にご参加いただきまし

た。令和７年８月以降のごみ処理方法については現処理方式であるサーモセレ

クト方式、ごみをＬＮＧ等を利用して高温で溶かす方式でのごみ処理を継続せ

ず施設外へ搬出する計画を進める説明をさせていただきました。初めての説明

会であり施設周辺の皆様から様々なご意見をいただきました。その回答が整っ
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た上で早々に次の説明会を開催したいと考えております。 

 次に新施設に対する地元説明会では、今月２１日に東長峰・西長峰自治会、２

４日に馬場自治会、そして昨日は王子川自治会で約９０名の参加がありました。 

新ごみ処理施設の現状及び今後の取り組みについて説明をさせていただきまし

た。前回の説明会から時間も経過しており、また当初の計画である令和７年８月

稼動が厳しい状況となり、周辺自治会の皆様には大変ご迷惑をおかけすること

になりました。今後は定期的に説明会を開催し、丁寧に説明していきたいと思っ

ております。なお残りの３自治会も今月末までに開催する予定となっておりま

す。以上でございます。 

 

○議員（藤本功男君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

○議員（藤本功男君） 

 吉野、土成方面への住民については今後、会を重ねながら理解を得ていくとい

うことでありました。東長峰周辺の自治会についてはすべてが終わっておりま

せんが、私の地元では昨夜に行われ地元からは様々な意見が寄せられました。そ

の中でも今まで４回行われてきた説明会と内容が大きく異なっている点及び方

法や予算、特に予算については非常に厳しい意見が出たと思います。と言います

のも地元住民との約束という形で今まで説明をしてきたわけですが、これを大

きく変更したことについて不信感を持つ方もおられます。それに関し組合に対

して交渉の中身について、我々議員に対しては組合議会も含めて厳しく指摘さ

れました。経緯についての情報開示がないことに納得がいっていない地元住民

の方から、丁寧かつ真摯な情報公開をお願いしますという要望が昨晩の説明会

でも出たかと思われます。このことについて町田管理者に再度確認させていた

だき、私からの質問を終わりとさせていただきます。 

 

○議長（細井英輔君） 

 町田管理者  

 

○管理者（町田寿人君） 

情報開示の件につきましては昨年もお答えしましたとおり、個人情報保護法

や民間企業とのコンプライアンス等もありますが、それ以外の部分に関しまし

ては今まで以上に市議会や市民の皆様も含めて情報公開することによって事業
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が円滑に推進していくと思っておりますので、これに対し全力で取り組んでい

きますのでご理解よろしくお願いします。 

 

○議長（細井英輔君） 

 藤本議員。 

 

 

○議員（藤本功男君） 

可能な限り真摯かつ前向きに我々地元住民が求めている情報を丁寧に開示し

てくださいますようお願いします。以上です。 

 

○議長（細井英輔君） 

その他にご質疑がございませんか。 

 

○議員（水口昭彦君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 水口議員。 

 

○議員（水口昭彦君） 

私も構成町の議員として出席しており、阿波市には用地取得や説明会などで

ご尽力いただいていることに対して敬意を表しますが、構成町である板野町や

上板町に対してもう少し情報を開示し、説明責任を果たしていただきたく思い

ます。新聞などマスコミからの情報だけで、それ以外に事前の説明はありません

でした。今後も来年７月の新施設稼働に向けての準備を進めていかれると思い

ます。そういった情報は我々構成町に対しても説明する機会を設けていただき

たく思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（細井英輔君） 

 町田管理者  

 

○管理者（町田寿人君） 

今後の事業については令和元年１２月の組合議会にて好気性発酵乾燥方式、

燃料化方式を発表しました。令和４年１０月から１１月にかけて事業者に公募

をかけましたところ、ご参加いただけなかったため時間を費やしましたが先ほ

ども報告しましたとおり今月より本格的な予算を伴った事業を進めて参りま
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す。事業を推進していくためには各副管理者や構成市町の議員との連携や情報

共有を今まで以上に強化していくことが必要不可欠であると考えており、ご説

明の場を設けながら進めていきますのでご理解よろしくお願いいたします。 

 

○議員（水口昭彦君） 

今後とも考慮の上、進めていただきますようお願いします。 

 

○議長（細井英輔君） 

その他にご質疑がございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（細井英輔君） 

続きまして、日程第１２、議第６号監査委員の選任についてを議題といたしま

す。地方自治法第１１７条の規定により木村松雄君の退場を求めます。 

 

（ １０番 木村 松雄 君 除斥退出 午前１１時０５分） 

 

管理者から提案理由の説明を求めます。 

 

○管理者（町田寿人君） 

それでは、議第６号議会選出監査委員の選任についてご説明を申し上げます。

次の者を、監査委員に選任いたしたいので、地方自治法第１９６条第１項の規定

により、議会の同意をお願いするものであります。 

 住所は阿波市土成町土成字大木８９番地２、氏名は木村松雄、昭和２６年２月
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２０日生まれでございます。 

 木村氏は、長年にわたり阿波市議会議員として活躍され、経験も豊富で、行政

運営に関しすぐれた識見を有しておりまして、議会議員より選出の監査委員と

して適任者であると考えますので、ご同意を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

  

○議長（細井英輔君） 

 ただいま管理者より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 

○議長（細井英輔君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

討論を省略し直ちに採決いたしたいと思いますがご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認め、討論を省略いたします。 

 これより、議第６号監査委員の選任についてを採決いたします。 

 本案については、これに同意することにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（細井英輔君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第６号監査委員の選任については、これに

同意することに決定いたしました。 

 議事の都合上、小休いたします。そのままお席でお待ちください。 

 

午前１１時０８分 休憩 

午前１１時０８分 再開 

 

（ １０番 木村 松雄 君 入場着席 午前１１時０８分） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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監査委員に木村松雄君が選任されましたのでごあいさつをお願いいたします。  

 

○議員（木村松雄君） 

議長。 

 

○議長（細井英輔君） 

 木村議員 

   

○議員（木村松雄君） 

ただいま中央広域環境施設組合の監査委員としてご選任をいただきまことに

ありがとうございました。阿波市の木村でございます。今後は監査委員としてそ

の職務を全うし、当組合の適切かつ効率的な運営に一所懸命取組んで参ります

ので議員各位、関係各位の皆様におかれましては今後ともご指導賜りますよう

よろしくお願いいたします。まことに簡単ではございますが挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

○議長（細井英輔君） 

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

これをもちまして、令和６年第１回中央広域環境施設組合議会定例会を閉会

いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

午前１１時０９分 閉会 
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上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここ
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